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所得税法および各種税目 

新型コロナウイルス(COVID-19)による影響に伴い、2020年度(12月決算)の法人税確定申告・

納付期限は一律6月30日へ延長 

財政部が5月12日に、新型コロナウイルス感染症による影響に伴い、2020年度(12月決算)の

企業については通常5月末の法人税確定申告・納付期限を適用対象を6月30日まで一律延長す

ると発表しました。 

また、その他の税目についても財政部は先般5月7日付の通達において、納税義務者が新型コ

ロナウイルスのため治療、隔離または検疫の対象となり、法定期間内に申告・納付を完了で

きない場合、税金の申告・納付期間を2021年5月1日から7月31日まで延長する措置を発表し

ています。その主な内容は以下の通りです。 

一、 適用対象：法定の申告・納付期間中に隔離治療、在宅隔離、在宅検疫、集中隔離また

は集中検疫の対象となった下記の者(自主管理者は含まれない)。 

1. 個人 

2. 営利事業者、機関・団体／源泉徴収義務者：責任者／本人、会計責任者、申告業

務の委託を受けた会計士、記帳士、記帳および申告代理人 

二、 主な税目および期限 

 

 

 

 

 

 

三、 手続き 

上記の各種税目の納付期限の延長については、事前申請は必要ありません。延長後の

期限内に、隔離通知書や検疫通知書などの関連文書を添付し、申告および納税すれば

足ります。 
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PwC 台湾の見解： 

1. 財政部は5月12日に法人税確定申告・納付期限について、一律延長すると発表しました。

申請不要で利息も加算されず、申告期限内での申告を適用条件とする10年間の繰越欠損

金控除も影響を受けることはありません。また、研究開発費、スマートマシン・5G支出

の投資控除などを適用している場合でも6月30日まで延長となります。 

2. また房屋税、営業税、源泉徴収税について、新型コロナウイルス感染症による隔離や検疫

の影響で申告納税が困難な場合についても納付期限が延長されます。 

3. なお、天災や経済的困難により納付期限までに税額を完納できない場合、納税者は自ら納

付期限の延期または分納を申請できます。延期期間や分納回数については、法律上は税額

に応じて決定されることになっていますが、新型コロナウイルス感染症による影響に該

当する場合(例えば、各中央官庁が規定する救済関連措置の適用対象者である企業、短期

間において営業収入額が大きく減少した企業)、税額に関わりなく延期は1年まで、分納は

3年(1か月を1期とし、計36期)まで認めることとされています。 

房地合一税制(不動産取引税制)における「非自発的な理由」について 

財政部が房地合一税制(不動産取引税制)における「個人および営利事業者が行う保有期間が

5年以下の不動産の売却のうち、非自発的な理由によるもの」に関する草案を発表しました。

「非自発的な理由」についてまとめると以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

「所得基本税額条例第 12 条のハイリスクスタートアップ企業の認定に関する弁法」の公布 

上場あるいは店頭公開していない株式の個人による売却所得について、2021 年 1 月 1 日よ

り基本税額の課徴が再開しますが、売却時に設立から 5年未満の台湾内のハイリスクスター

トアップ企業の株式については、取引所得の基本所得への加算が免除されます。 
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財政部および経済部が 4 月 14 日に正式に公布した「ハイリスクスタートアップ企業の認定

に関する弁法」は、字句の訂正があったのみで、その内容は 1 月 29 日に予告した草案と同

じです。詳しくは本紙 2021 年 2 月号をご参照ください。 

「所得税協定の適用に係る監査準則」改正草案の予告 

OECD(経済協力開発機構)の BEPS(Base Erosion and Profit Shifting：税源浸食と利益移転)の

最終報告書、モデル租税条約およびコメンタリーに対応するため、財政部は先般 4 月 16 日

に「所得税協定の適用に係る監査準則」改正草案を予告しました。予告期間は 60 日となりま

す。改正草案のポイントは以下の通りです。 

項目 改正のポイント 

主要目的テスト(PPT) 租税協定の濫用を防止するためのBEPSの提言する最低限必

要な措置(ミニマムスタンダード)への対応 

タイ・ブレーカールール 所得税法第43-4条(PEM：実際の管理場所に関する規定)を参

酌して、双方居住者について「協定上の居住者」の判定に関

する適用原則を増設・改定 

恒久的施設(PE)および業

務遂行に係る期間の計算 

恒久的施設(PE)および業務遂行に係る存続期間および居留期

間の計算原則を明文規定 

国際運輸 国際運輸事業の利益を(現行の税務実務に比べ)寛大に解釈 

ロイヤルティ ロイヤルティの定義を(現行の税務実務に比べ)縮小解釈 

その他 課税方式が源泉徴収以外の納税代理人による申告案件に関す

る事業所得の免税申請、信託基金の受益者に係る居住者証明

の発行、混合契約の合理的な所得分割および対応する条文の

適用などを明示 

施行日 今回の改正は公布日より施行されるが、限度税率に関する規

定は2019年1月1日より施行開始 

PwC 台湾の見解： 

今回の改正草案で注目すべきなのは、「主要目的テスト」および恒久的施設(PE)の認定原則

に「関連性および一貫性(coherence)」が盛り込まれているということです。 

1. 主要目的テストに関する改正条文によれば、例えば、外国企業が台湾内で行っている経

済活動または従業員の台湾出向・異動に係る経済行為について、その契約書が分割され

ている場合、その契約分割が経済的実質の観点からみて必要性があるかどうかの判断を

行い、その租税協定の適用性を確認しなくてはなりません。また、租税協定締結国に設立

したペーパーカンパニーを通して租税協定を適用しているような状況があるかどうかの

判断も、主要目的テストにおいて考慮すべき根拠の一つとして盛り込まれています。取
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引またはスキームが、直接または間接的に「租税協定の特典」を受けることを主たる目的

の一つとしているかどうかの判断は、個別に事実や状況、合理的な商業目的の有無など

を勘案しなければなりません。OECDが挙げている例を引用して以下に説明します。 

例えば、外国企業A社が台湾で請け負っている建設工事の工事期間は10ヶ月を予定してい

ますが、工事期間が6ヶ月を超えているため、外国企業の台湾における恒久的施設(「建設

PE」)の要件を満たし、外国企業A社は租税協定に基づき台湾で税金を納付しなくてはな

りません。仮に台湾の工事委託者が工事契約を2つに分けて、それぞれ外国企業A社およ

びその外国関係会社であるB社と締結し、工事期間をそれぞれ5ヶ月とすれば、各契約の

工事期間は上記の6ヶ月を超えないので、台湾における恒久的施設としてみなされないた

め、理論的には事業所得の免税が適用可能となります。しかしながら、主要目的テストに

おいては、税務当局は関連事実および状況を調査し、上記の取引またはスキームが、直接

または間接的に「租税協定の特典」を受けることを主たる目的としているかどうか、合理

的な商業目的があるかどうかを判断しなくてはならないため(例えば、外国企業A社に連

帯履行責任、工事担保責任もしくは義務の有無があるなど)、総合的に判断した結果、契

約分割が「租税協定の特典」を受けることを主たる目的としていると認定された場合、事

業所得の免税が不適用とされる可能性があります 

2. 恒久的施設の認定原則の改正については、商業目的に応じて従事する活動とそれに紐づ

いた特定範囲の地理的な関連性および一貫性(coherence)が恒久的施設の判断基準とし

て盛り込まれています。すなわち、外国企業に台湾に恒久的施設があるかどうかは、まず

は外国企業のサービス提供に継続的な特定場所が使われているかどうかを確認する必要

があります。OECDの例を引用すると、例えば、海外のコンサルティング会社が従業員を

台湾に出向させ、あるビルでカスタマイズサービスを異なる顧客に提供し、それぞれの

サービス期間は決まっておらず、いずれも6ヶ月未満とします。いずれのサービスも特定

の地理的な範囲(あるビル)で提供されていますが、それぞれのサービスは商業的な関連性

がなく(異なる顧客)、それぞれのサービス期間もいずれも6ヶ月未満であるため、当該ビ

ルは海外コンサルティング会社の固定的営業場所には該当しないため、その他の恒久的

施設の定義にも当てはまらなけば、海外コンサルティング会社は「租税協定の特典」とな

る事業所得の免税を適用することが可能となります。しかし留意が必要なのは、当該ビ

ルが海外コンサルティング会社の台湾における固定的営業場所としてみなされるべきで

はないとしても、長期的に従業員を出向させ台湾内でサービス提供を行うとき、183以上

台湾に滞在して「サービスPE」に該当すれば、事業所得の免税が不適用となる可能性が

あります。 
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